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第１章 総則 

 

１ 委託業務の名称 

福島県税務システムに係る調定等データ作成業務 

 

２ 予定件数 

（１）不動産取得税調定データ ５，５００件 

（２）自動車税調定データ １１１，４００件 

（３）県民税利子割等調定データ １０，８００件 

（４）軽油流通情報管理システムエントリーデータ ９８，２００件 

 

３ 委託期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 業務の概要 

  委託者から提供された帳票の内容をパンチ処理して電子データを作成することを目的

とするが、詳細については第２章によるほか、別途指示する。 

 

５ 作成データの対象となる帳票 

  委託者が電子データ作成を依頼する帳票は次のとおりとする。 

なお、帳票の様式に改正・改訂・項目の追加があった場合は別途指示する。 

 

（１）不動産取得税調定データ 

  ① 不動産取得者等調査書（宛名） 

  ② 承継取得・家屋賦課決定連絡票 

  ③ 承継取得・土地賦課決定連絡票 

 

（２）自動車税調定データ 

  ① 自動車税申告書（電算用） 新規・県外転入用 

  ② 自動車税申告書（電算用） 移転・変更用 

   注１ リース会社や信販会社等、自動車を大量に保有する者が法人合併や本社所

在地変更等を行った場合、個車別に上記②の申告書が提出されるのではなく、

当該申告書に代わる書面として当該申告書の内容を網羅した一覧表が提出され

ることがある。その場合は当該一覧表に基づき電子データを作成すること。 
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（３）県民税利子割等調定データ 

  ① 県民税利子割納入申告書（公社債利子等の県民税利子割特別徴収税額計算書） 

  ② 県民税利子割納入申告書（私募公社債等運用投資信託等の収益の分配等の県民税

利子割特別徴収税額計算書） 

  ③ 県民税利子割納入申告書（懸賞金付預貯金等の懸賞金等等の県民税利子割特別徴

収税額計算書） 

  ④ 道府県民税配当割納入申告書（道府県民税配当割特別徴収税額計算書） 

  ⑤ 源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割納入申告書（源泉徴収選択口 

座内配当等に係る道府県民税配当割特別徴収税額計算書） 

  ⑥ 道府県民税株式等譲渡所得割納入申告書（道府県民税株式等譲渡所得割特別徴収 

税額計算書） 

 

（４）軽油流通情報管理システムエントリーデータ 

  ① 第１６号の１０様式別表（入力用） 

  ② 第１６号の３７様式（入力用） 

  ③ 第１６号の３８様式（入力用） 

  ④ 第１６号の３９様式（入力用） 

  ⑤ 第１６号の４０様式（入力用） 

  ⑥ 第１６号の４１様式（入力用） 

  ⑦ 第１６号の４１様式別表１（入力用） 

  ⑧ 第１６号の４１様式別表２（入力用） 

  ⑨ 第１６号の４１様式別表３（入力用） 

  ⑩ 第１６号の４１様式別表４（入力用） 

  ⑪ 第１６号の４１様式別表５（入力用） 

  ⑫ 第１６号の４１様式別表６（入力用） 

  ⑬ 第１６号の４１様式別表７（入力用） 

  ⑭ 第１６号の４１様式別表８（入力用） 

  ⑮ 第１６号の４１様式別表９（入力用） 

  ⑯ 第１６号の４１様式別表１０（入力用） 

  ⑰ 第１６号の４１様式別表１１（入力用） 

  ⑱ 第１６号の４１様式別表１２（入力用）
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６ 成果品 

成果品は第２章の１で規定する電子データを同章の２で規定する記録媒体に記録した

ものをいう。 

 

７ 帳票の提供及び成果品の納品 

  委託者からの帳票の提供日と成果品の納品日は指定されたスケジュールに従い行う。 

  なお、スケジュールについては各月の初日までに１ヶ月単位で委託者が示すものとす

る。 

  また、この場合の帳票と電子データの管理責任は次のとおりとする。 

（１）帳票 

   帳票については委託者より受領した時から返却するまで受託者の責任において管理

するものとする。 

（２）電子データ 

   受託者が作成する電子データについては、委託者に引き渡すまで受託者の責任にお

いて管理するものとする。 

 

８ 入力帳票の引渡場所 

福島県総務部税務システム課 

 

９ 成果品の納品場所 

  福島県総務部税務システム課 

 

１０ 履行場所 

  受託者側で用意することとし、次の要件を満たすものとする。 

  要件：個人情報の漏えいを防止するためのセキュリティ対策が十分であること。 

また、履行場所を管理する事業者がプライバシーマークを取得していること。 

 

１１ 立ち会い及び監督 

委託者は、必要に応じて立ち会いにより委託業務の履行状況を監督する。
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第２章 業務詳細 

 

 受託者は、「第１章 ５ 作成データの対象となる帳票」の入力帳票の内容を規定の型

式の電子データにして「第１章 ９ 成果品の納品場所」に納品する。 

 

１ データの型式 

（１）共通事項 

  ① ＡＮＫコード ＡＳＣＩＩ 

  ② 漢字コード  ＳＨＩＦＴ－ＪＩＳ 

  ③ 外字         なし 

 

（２）不動産取得税 

  ① 改行コード  あり 

  ② ファイル形式 可変長ＣＳＶテキストファイル 

  ③ 日本語    あり 

  ④ ファイル名  KKPUNCHI.CSV 

 

（３）自動車税 

  ① 改行コード  あり 

  ② ファイル形式 固定長テキストファイル 

  ③ レコード長  １９２バイト 

  ④ 日本語    なし 

  ⑤ ファイル名  S_OCR 

 

（４）県民税利子割等 

  ① 改行コード  なし 

  ② ファイル形式 固定長テキストファイル 

  ③ レコード長  ２５０バイト 

  ④ 日本語    なし 

⑤ ファイル名  県民税利子割 KHJ100I1 

           県民税配当割 KRJ101I1 

           県民税配当割（源泉） KRJ101I2 

           県民税株式等譲渡所得割 KRJ100 

 

（５）軽油流通情報管理システム 

  ① 改行コード  なし 

  ② ファイル形式 固定長テキストファイル 

  ③ レコード長  １１０バイト 
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  ④ 日本語    なし 

  ⑤ ファイル名  KSZ010（毎月初回納入分のみ） 

           KSK070W01（通常納入時） 

 

２ 納品に使用する媒体 

   電子データ納品に使用する媒体は、次に掲げるものとし、通年で使用すること。 

  また、媒体は受託者が準備し、受け渡しの都度ウィルスチェックを行うこと。 

  なお、電子データは、（１）を使用する場合には記録媒体の両面に記録し、（２）及

び（３）については正・副２枚に記録すること。 

 

（１）ＤＶＤ－ＲＡＭ 

  ① フォーマット形式 ＦＡＴ３２ 

  ② タイプ      両面９．４ＧＢ（片面４．７ＧＢ） 

  ③ カートリッジ    あり 

  ④ 圧縮       なし 

 

（２）ＤＶＤ－ＲＷ 

  ① フォーマット形式 ＦＡＴ３２ 

  ② タイプ      片面４．７ＧＢ 

  ③ カートリッジ    なし 

  ④ 圧縮       なし 

 

（３）ＣＤ－ＲＷ 

  ① フォーマット形式 ＦＡＴ３２ 

  ② タイプ      片面６５０ＭＢ 

  ③ カートリッジ    なし 

  ④ 圧縮       なし 


